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はじめに

　自治体の臨時・非常勤職員については、従来様々な課題が指摘されて
きました。これに対応するため、2017 年５月の法改正（地方公務員法
及び地方自治法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 29 号））によっ
て、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件が厳格化されると
ともに、一般職の会計年度任用職員制度が創設されることになりました。
日本の地方公務員制度に新たなカテゴリーが創設されるものであり、地
方公務員法上、極めて大きな制度改正です。
　各自治体においては、2020 年（平成 32 年。ただしそれまでに改元が
予定されている）４月１日の施行に向けての作業に取り組まれつつある
ところですが、本書はその手引き書として書き下ろしたものです。
　読者としては、各自治体の総務部人事・給与担当者、各部局の総務・
庶務担当者、教育委員会など首長部局以外の部局の人事・給与担当者を
想定しています。また、現在臨時・非常勤職員として雇用されている人
や今後会計年度任用職員に応募しようとしている人にも参考になると考
えています。
　本書の特色としては、次の３点を挙げることができるでしょう。
　第１に、できるだけ平易な用語でかつビジュアルな理解が可能な形で
の解説を試みたことです。すでに、総務省から「マニュアル」（2017 年
８月 23 日マニュアル（第１版））が出されており、また、総務省公務員
部の担当官による解説書である、地方公務員法研究会編『2017 年地方
公務員法改正─会計年度任用職員制度の導入等に向けた実務─』（第一
法規、2018 年３月）が出版されていますが、いずれも、政府文書特有
の言い回しも少なくないため、自治体担当者が直感的に理解しにくい部
分もあるようです。
　そこで、本書では、各所で図解を試みることにより（例えば、社会保
険・災害補償関係について（図表 4-4、本書 97 頁））、文章だけでは理解
が困難な箇所について読者の理解を深める工夫をしました。また、実数
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データなどの数値をできるだけ示すことによって、ボリュームとしてど
の程度のものなのかが感覚的にわかるようにもしました。
　第２に、総務省のマニュアルで示されているQ＆Aを一覧にする形
で示すとともに（図表 3-2、本書 62 頁）、それを各所の解説に溶け込ま
せることによって、読者の便宜を図りました。
　第３に、先行事例に類似するものを示したことがあげられるでしょう。
すでに、従来の慣行を大きく変更して、特別職非常勤職員から一般職非
常勤職員へ任用根拠を改めた事例や、臨時的任用職員から一般職非常勤
職員へ任用根拠を改めた事例について、第５章で紹介しています。これ
らは会計年度任用職員への移行に際しても参考になる事例と考えられま
す。
　本書が、各自治体で人事行政に直接・間接に携わっている方々に広く
活用されて、新たな会計年度任用職員制度がスムーズにスタートする一
助となれば幸いです。

　2018 年７月

稲継裕昭
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　2017 年５月に公布され 2020 年４月１日に施行される改正地公法・改
正自治法は、次の３つの柱からなっている。
①新しい非常勤職員の枠組みである会計年度任用職員制度の創設（新地

公法 22 の２）

②特別職非常勤職員の職の限定（同法３③⑶にかっこ書追加）

③臨時的任用職員の任用の適正確保（「常時勤務を要する職に欠員を生じた

場合において」の文言を付加（同法 22 の３①④）

　改正の背景には、臨時・非常勤職員の著しい増加が見られること、任
用根拠や身分取扱い、運用が曖昧であったり適正でなかったりする例が
見られること、漫然と任期が繰り返し更新され、その再任拒否の裁判で
当局が損害賠償を命じられるなど任用をめぐるトラブルが多発したこ
と、同一労働・同一賃金が叫ばれる中で同様の業務に従事している常勤
職員と比較して不適切な勤務条件の格差があること、などの課題が指摘
されてきたことがある。
　総務省の調査によれば、2016 年４月１日現在の臨時・非常勤職員の
総数は約 64.3 万人。これは、任用期間が６か月以上（又は６か月以上
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となることが明らか）であり、かつ、週所定勤務時間が 19 時間 25 分（常
勤職員の週所定勤務時間のおおむね２分の１）以上の臨時・非常勤職員
を対象として調査したものである。したがって、任期が６か月未満の者
や、週所定勤務時間が上記に満たない者は調査対象となっておらず、全
自治体に勤務するすべての臨時・非常勤職員数はこの数字よりもかなり
大きくなることが予想される。ただ、本書執筆時点（2018 年７月）では
そのような調査データは公表されておらず、本書においては、上記デー
タ（2016 年４月１日時点調査）をもとに記述することとする。
　改正法が施行される 2020 年（平成 32 年）４月１日からは、上記の臨時・
非常勤職員の職の大部分は、会計年度任用職員の職に移行することとな
る（図表 1-1）。

図表 1-1　新地方公務員法施⾏時の移⾏概念図
現行法下（数値は2016.4.1) 新地方公務員法下（2020.4.1以降）

特別職非常勤
約21.6万人
（地公法３③(3)）

一般職非常勤
約16.7万人
 （地公法17）

臨時的任用
約26万人
（地公法22②⑤）

臨時的任用
(新地公法22の３①

パートタイム
10.7万人

フルタイム
15.3万人

会計年度
任用職員
(新地公法22の２）

特別職非常勤
(新地公法３③(3)(3の2))

　本章では、新たな制度である会計年度任用職員はどのようなものか、
従来の地方公務員制度とはどのような関係になるのかについて見ていく
こととする。
　まず、第１節で地方公務員制度の大原則を述べたのち、臨時・非常勤
職員に関して従来指摘されてきた課題について見る。第２節で、新たに

資料出所：筆者作成
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創設された会計年度任用職員と従来の常勤職員等との関係等について整
理をする。第３節では、その任用が相当限定されることになる特別職非
常勤職員の任用について見る。第４節では、臨時的任用職員に関する法
改正と運用における任用の適正確保について見る。最後に第５節で新た
に創設される会計年度任用職員の概要と、フルタイムとパートタイムで
はどのような違いが出てくるのかについて概観することとする。

　地方自治体の行財政運営が効率的に行われるためには、少数精鋭の職
員で公務能率を最大限に発揮することが重要であり、優秀な人材を確保
し、すぐれた職員として育成していくことが必要である。職員の採用に
当たって広く人材を公募して確保する、つまり、職員採用試験（又は選
考）に際して能力主義に徹するとともに、獲得した人材を能力主義で登
用して、よりすぐれた人材に行財政運営の責任と権限を与えることで育
成を図ることが重要となってくる（鹿児島・179、橋本・224）。
　この任用における成績主義の原則（地公法 15）は、地方自治体の能率
を向上させ、ひいては住民福祉を増進（住民サービスを向上）する（自

治法１の２・２⑭）ための絶対的な要件である。情実主義に陥ることなく、
つまり、縁故採用や選挙に伴う論功行賞的色彩を持つ任用に堕すること
なく、成績主義原則を守ることが公務能率の向上に資するものである。
　したがって、「公務の中立性の確保、職員の長期育成を基礎とし、職
員の身分を保障して職員が安んじて精勤できるようにすることによる公
務の能率性の追求、各地方公共団体における企画立案やサービスの質の
担保等の観点から、『任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運
営』という原則は維持すること」（28 研究会報告書１頁）が大前提となる。
　各自治体においては、厳しい財政事情のもと、教育、子育てなど増大
する行政需要への対応が求められてきており、臨時・非常勤職員が幅広
い分野で活用されている。現状においてはこれら臨時・非常勤職員は地

地方公務員制度の趣旨2
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方行政の重要な担い手となっている反面、その任用根拠が自治体によっ
て区々で曖昧なことから、その身分や勤務条件の取り扱いが制度的に不
明確で様々な課題が指摘されてきた。
　主に次のものが挙げられる。
【任用上の課題】
　①本来専門性が高い者等を任用することが予定されている特別職の非
常勤職員に、労働者性の高い単なる事務補助職員も多数任用されている。
彼らには守秘義務など公共の利益保持に必要な諸制約が課されていない。
　②臨時的任用職員については、臨時緊急等の場合に能力の実証を経な
いで任用する仕組み（成績主義原則の例外）であるため、これが濫用さ
れると、地公法の成績主義原則がないがしろにされるおそれがある。
　③採用方法等が明確に定められていないために、一般職非常勤職員と
しての任用が進まない。
【運用上の課題】
　④漫然と任期が繰り返し更新され、その再任拒否の裁判で当局が損害
賠償を命じられるなどの任用をめぐるトラブルが多発している（2007 年

11 月 中野区特別職非常勤保育士地位確認等請求事件・東京高裁判決（確定）など）。

【処遇上の課題】
　⑤労働者性の高い地方公務員の非常勤職員に期末手当等の支給ができ
ず、それが支給できる国家公務員の非常勤職員との間に不均衡がある。
　⑥同一労働・同一賃金が叫ばれる中で、同様の業務に従事している常
勤職員と比較して不適切な勤務条件の格差がある。

　このような課題を解決するために、①特別職非常勤職員を「専門性の
高い者等（委員・顧問等）」に限定し、②成績主義の特例である臨時的
任用職員を国と同様に「常勤職員（フルタイム）の代替」に限定し、③
一般職非常勤職員の「採用方法・服務規律等の新たな仕組み」として会
計年度任用職員制度を規定して労働者性の高い非常勤職員は一般職非常
勤職員（会計年度任用職員）として任用するとともに、期末手当などの
手当の支給が可能な制度に見直すこととなったのである。
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図表 1-2　任⽤根拠別、勤務時間別 臨時・⾮常勤職員数（2016 年調査）（全国計）

フルタイム ３／４以下(注2)３／４超(注1）

643,131 202,764 205,118 235,249

特別職非常勤職員 215,800 18,495 93,870 103,435

一般職非常勤職員 167,033 31,599 66,542 68,892

臨時的任用職員 260,298 152,670 44,706 62,922

総数

区分 計

任
用
根
拠

資料出所：総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査（2016 年）調査結果概要」。
以下図表 1-6 まで同じ

注１：１週間あたりの勤務時間が常勤職員の４分の３を超え、かつ、フルタイム未満の者
注２：１週間あたりの勤務時間が常勤職員の４分の３以下の者

　今回の法律改正は、会計年度任用職員制度という新たな制度を創設す
るものであり、地方公務員制度の大転換ともいえる。
　これは、2020 年（平成 32 年）度から施行されることから、各自治体は
それに向けての様々な条件整備を行う必要がある。

　従来、臨時・非常勤職員は、任用根拠別に見ると、①地公法第３条第
３項第３号に基づいて特別職非常勤職員として任用されていた者、②同
法第 17 条の一般職非常勤職員として任用されていた者、③同法第 22 条
第２項又は第５項の臨時的任用職員として任用されていた者、に分類さ
れていた。
　2016 年の調査では、①が約 21.6 万人、②が約 16.7 万人、③が約 26
万人となっており、合計約 64.3 万人の臨時・非常勤職員が在職してい
た（図表 1-2）。

自治体職員の「職」の整理
─臨時・非常勤職員全体の任用根拠の明確化3

　これを団体区分別に見た場合、まず都道府県の場合は、図表 1-3 のよ
うになる。
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　都道府県の場合、全体の数から見て、フルタイムの臨時的任用職員の
割合が大きいのが特徴的である。教員・講師がその多くを占めている。
　次に指定都市の状況は、図表 1-4 のようになる。

図表 1-3　任⽤根拠別、勤務時間別 臨時・⾮常勤職員数（2016 年調査）（都道府県）

図表 1-4　任⽤根拠別、勤務時間別 臨時・⾮常勤職員数（2016 年調査）（指定都市）

図表 1-5　任⽤根拠別、勤務時間別 臨時・⾮常勤職員数（2016 年調査）（市区）

フルタイム ３／４超 ３／４以下

138,393 56,866 18,336 63,191
特別職非常勤職員 54,003 697 12,474 40,832

一般職非常勤職員 30,547 4,237 4,354 21,956

臨時的任用職員 53,843 51,932 1,508 403
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フルタイム ３／４超 ３／４以下

58,046 13,429 24,647 19,970
特別職非常勤職員 39,789 2,236 22,089 15,464

一般職非常勤職員 3,966 835 729 2,402

臨時的任用職員 14,291 10,358 1,829 2,104
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フルタイム ３／４超 ３／４以下

356,789 90,100 137,312 129,377
特別職非常勤職員 108,754 10,517 54,333 43,904

一般職非常勤職員 104,021 16,770 50,873 36,378

臨時的任用職員 144,014 62,813 32,106 49,095
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　指定都市の場合、特別職非常勤としての任用の割合が大きいのが特徴
的である。
　次に、市区を見たのが図表 1-5、町村について見たのが図表 1-6 である。


